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福島市公告第２１号 

 

プロポーザル方式に係る手続開始の公告 

 

 消防本部・福島消防署整備事業基本設計者を選定するため、下記により技術提案書の提出

を招請します。 

 

令和５年２月７日 

 

福島市長 木幡 浩 

 

１．プロポーザルの名称 

   消防本部・福島消防署整備事業 基本設計者選定プロポーザル 

 

２．プロポーザルの概要 

１）目的 

福島市消防本部・福島消防署の庁舎は、昭和４６年に建築され、築５１年が経過し 

老朽化が進み、消防需要の変化に伴う職員数及び消防車両台数の増加により狭隘化し

ている。また、平成２９年度に実施した耐震診断では、倒壊・崩壊の危険性の判断に加

え、経年劣化が進んでいることから、庁舎の改築が必要となっている。本整備事業は、

消防本部・福島消防署庁舎に対応するものだが、災害対応の消防施設として整備する

だけではなく、敷地周辺の特性、環境に配慮した『福島らしい』防災拠点施設をつくる

ことが求められている。 

このような状況を踏まえながら、「福島市総合計画まちづくり基本ビジョン」の個別

施策に位置付けられている消防本部・福島消防署整備事業で、どのように設計に反映

するか技術提案を求めるものであり、移転新築にあたり広い視野への知見をもって

様々な意見を取りまとめ、卓越した技術をもって本業務を担える優れた設計者を選定

する必要があることから公募型プロポーザルを実施するものである。 

２）事業計画（予定） 

令和５年度          基本設計・地質調査 

    令和６年度          実施設計 

    令和７年度          既存施設（市民会館）解体 

    令和８年度 ～ 令和９年度  建設工事（杭工事・庁舎建設） 

    令和１０年４月        開庁 

３）事業内容 

    計画方針   『福島市消防本部・福島消防署整備基本計画諸元』による。 

    敷地の場所  市民会館  福島市霞町１－５２ほか 

    敷地面積   約８，９００㎡ 



2 

 

４）概算事業費 

約３５億円（税込み） 

    （既存施設解体、杭工事、建築、設備（電気、機械）） 

５）建築物等の計画概要 

延床面積 概ね５，６００㎡程度 

６）概算基本設計価格 

約７，６００万円（税込み） 

 

３．担当部局 

  ①〒９６０－８００１ 福島市天神町１４番２５号 

福島市消防本部消防総務課企画管理係（発注課） 

ＴＥＬ ０２４－５３４－９１０７  ＦＡＸ ０２４－５３４－０３１０ 

  ②〒９６０－８６０１ 福島市五老内町３番１号 

福島市財務部契約検査課契約係（質疑・提案書等提出先） 

ＴＥＬ ０２４－５２５－３７０５  ＦＡＸ ０２４－５３６－１８７６ 

 

４．参加資格要件 

消防本部・福島消防署整備事業基本設計者選定プロポーザル（以下「プロポーザル」とい

う。）の参加資格要件は、次に掲げる全ての条件に該当し、福島市の参加資格審査において

その資格を認められた者とする。 

 １）２者で構成した設計共同企業体であること。 

２）設計共同企業体の代表構成員は、構成員のうち出資比率の大きい方でなければならな

い。 

３）設計共同企業体の構成員の最小出資比率は、３０％以上でなければならない。 

４）設計共同企業体の構成員は、今回のプロポーザルに参加表明している他の設計共同企

業体の構成員を兼ねることができない。 

５）設計共同企業体の代表構成員は、福島市の令和４年度業務委託有資格者名簿の「建築設

計」に登載されている者であること。 

６）設計共同企業体の代表構成員は、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条に基

づき一級建築士事務所の登録を行っていること。 

７）設計共同企業体の代表構成員は、平成１９年度以降に元請として次に該当する新築の

基本設計又は実施設計の実績（日本国内に限る。）を有すること。実績には設計中のもの

は含まない。 

この場合において、その実績が設計共同企業体の実績であるときには、代表構成員と

しての実績とする。 

    ①３，０００㎡以上の消防本部又は消防署の設計に関わる業務 

②免震構造とした建築物の設計に関わる業務 

８）設計共同企業体のその他の構成員は、福島市の令和４年度業務委託有資格者名簿の「建
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築設計」に登載されている者であること。 

９）設計共同企業体のその他の構成員は、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３ 

条に基づき一級建築士事務所の登録を行い、福島市に本店を置く一級建築士事務所とす

る。 

10）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しない者である

こと。 

 11）参加表明書の提出時において福島市から競争入札参加停止措置を受けていないこと。 

12）商法（明治３２年法律第４８号）の規定による整理開始の申立て若しくは通告、破産法

（平成１６年法律第７５号）の規定による破産の申立て、旧和議法（大正１１年法律第

７２号）第１２条の規定による和議開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５

４号）による更生手続開始の申立て、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規

定による再生手続開始の申立てがなされている者（ただし、経営に関する客観的事項の

審査を受け、その結果の通知を受けたものを除く。）でないこと。 

 

５．参加表明に関する説明書（技術提案書作成要領等）の交付期間、交付場所及び交付方法 

１）交付期間 

   令和５年２月７日（火）から令和５年２月１６日（木）まで 

   （期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

   受付は、午前９時から正午及び午後１時から午後４時までとする。 

２）交付場所 

   福島市財務部契約検査課契約係または福島市ホームページ 

３）交付方法 

   技術提案書作成要領及び関係資料を１者に１部交付する。 

   福島市ホームページからのダウンロードも可能とする。 

 

６．参加表明書の提出期間、提出場所及び提出方法 

１）提出書類 

  ①公募型プロポーザル方式参加表明書（様式１） 

  ②会社概要（様式１－２） 

  ③事務所の資格要件（様式１－３） 

  ④設計共同企業体代表者の業務実績（様式１－４） 

  ⑤株主構成、関連企業調書（様式１－５） 

  ⑥実績として様式１－４に記載した業務の契約書の写し 

  ⑦建築士事務所登録証明書の写し 

  ⑧設計共同企業体協定書の写し 

  ⑨専門分野の技術者資格の登録証、合格証の写し 

２）提出期間 

   令和５年２月７日（火）から令和５年２月２２日（水）まで 
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   （期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

   受付は、午前９時から正午及び午後１時から４時までとする。 

３）提出場所 

   福島市財務部契約検査課契約係 

４）提出方法 

提出期間内に、福島市財務部契約検査課契約係に持参すること。郵送等による提出は

認めない。 

５）提出部数 

   １部 

 

７．参加表明に伴う質問書の提出期間、提出場所及び提出方法 

１）提出期間 

   令和５年２月７日（火）から令和５年２月１６日（木）まで 

   （期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

   受付は、午前９時から正午及び午後１時から午後４時までとする。 

２）提出場所 

   福島市財務部契約検査課契約係 

３）提出方法 

説明書等に関して質問がある場合は、参加表明に関する質問書（様式１－６）を作成し

ＦＡＸにより送信すること。なお、電話または口頭による質問は受け付けない。 

４）回答方法 

質問を受理した日の翌日から起算して２日（期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く）

以内に質問者へＦＡＸにより回答する。 

 

８．参加資格の審査及び結果の通知 

１）参加表明書の審査は、福島市競争入札参加資格審査委員会が行う。 

２）参加表明書を「４．参加資格要件」により審査し、その結果を令和５年２月２７日（月）

に通知する。 

３）参加資格を認定したすべての参加表明者に対して、公募型プロポーザル方式参加資格

確認通知書（様式２）及び技術提案書提出要請書（様式３）により技術提案書の提出を要

請する。 

４）様式１－３及び１－４に記載された内容については、技術提案書を特定する場合の評

価項目に加えることとする。 

 

９．技術提案書の提出期間、提出場所及び提出方法 

１）提出書類 

  ①技術提案書（様式１－７） 

  ②技術提案説明書（様式１－８）（２０部） 
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  ③技術者主要業務実績表（様式１－９） 

  ④技術者の保有資格免許証の写し 

  ⑤実績として様式１－９に記載した業務の契約書の写し 

２）提出期間 

   令和５年３月２０日（月）から令和５年３月２２日（水）まで（祝日を除く） 

   受付は、午前９時から正午及び午後１時から午後４時までとする。 

３）提出場所 

   福島市財務部契約検査課契約係 

４）提出方法 

提出期間内に、福島市財務部契約検査課契約係に持参すること。郵送等による提出は

認めない。 

５）提出部数 

   １部（ただし、技術提案説明書（様式１－８）については２０部） 

 

10．技術提案書作成に伴う質問書の提出期間、提出場所及び提出方法 

１）提出期間 

   令和５年２月２７日（月）から令和５年３月１０日（金）まで 

   （期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

   受付は、午前９時から正午及び午後１時から午後４時までとする。 

２）提出場所 

   福島市財務部契約検査課契約係 

３）提出方法 

技術提案書作成に関して質問がある場合は、技術提案に関する質問書（様式１－１０）

を作成し、ＦＡＸにより送信すること。なお、電話または口頭による質問は受け付けな

い。 

４）回答方法 

令和５年３月１６日（木）までに技術提案書提出要請者全員に対して全質問の回答を

ＦＡＸにより送信する。 

 

11．技術提案書の審査方法 

１）審査方法 

審査は基本設計者選定審査委員会が行い、技術提案提出者の本事業に対する理解度並

びに取組み意欲及び別紙特定基準に基づく評価事項等により最優秀者及び次点者を選定

する。なお、一次審査及び二次審査（ヒアリングを含む。）において事業者名は伏せて審

査を行うものとする。 

 ２）一次審査 

基本設計者選定審査委員会は、技術提案書及び参加表明の際に提出された書類を審査

し、各審査委員持点４票により選出し、その合計票数に基づき、二次審査要請者として４
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者程度を選定する。なお、合計票が同数となった場合には、審査委員会において、優劣を

決する投票を実施し、その投票数の多い順に選定する。 

 ３）二次審査 

 二次審査要請者に対して基本設計者選定審査委員会のヒアリングを公開で実施し、提

案内容について別紙特定基準に基づいて各審査委員が採点し審査を非公開で行い、その

合計点数により最優秀者及び次点者を選定する。ヒアリング実施者には参加報酬（報償

費）として１者につき、それぞれ５万円を支払う。 

 なお、評価が一定水準に達しない場合は最優秀提案者の選定は行わないものとする。 

 

12．審査委員 

福島大学共生システム理工学類社会計画コース教授  川﨑 興太  

日本大学工学部建築学科専任講師          市岡 綾子 

東日本電信電話㈱宮城事業部福島支店福島災害対策室長  伊藤 文子 

福島市消防本部消防長 

福島市財務部財産マネジメント推進室長兼公共建築課長 

 

13．費用負担 

  参加表明書及び技術提案書の作成に係る費用は提出者の負担とする。 

 

14．選定後の業務内容 

  福島市は、最優秀となった者と消防本部・福島消防署整備事業基本設計業務の契約交渉

を行う。ただし、最優秀者との契約が不調となった場合は次点者との交渉を行うものとす

る。 

１）事業名 

   消防本部・福島消防署整備事業 基本設計業務委託 

２）履行期限 

   令和５年６月から令和６年３月頃を予定 

３）業務内容 

①基本設計図書の作成 

  ②設計に必要な概算事業費の作成 

  ③各種申請が必要となる際の図書の作成、申請業務の代理・補助（法的手続等） 

  ④設計に関する関係機関との調整 

  ⑤市民等への説明会・会議への参加・協力（地元・関係機関等） 

⑥各種検討書の作成（コスト縮減、省エネ、工法・機種選定等） 

⑦既存施設（市民会館）の解体設計 

４）その他 

①プロポーザルは設計適格者を選定するものであることから、具体的な設計作業は、技

術提案書等に記載された内容を反映しつつも、発注者との協議に基づいて実施するこ
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ととする。 

  ②本プロポーザルは、福島市令和５年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準

備手続きであり、予算成立後に効力を生じる業務である。したがって福島市議会にお

いて当初予算が否決された場合は、委託契約は締結しないものとする。なお、契約し

なかった場合においても、応募者が本業務を実施するために支出した費用（準備行為

も含む。）、提供した知見の対価等については、一切補償しない。 

 

15．その他の事項 

１）契約保証金 免除 

２）契約書作成の要否 要 

３）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計量法

（平成４年法律第５１号）に定める単位に限る。 

４）プロポーザルの審査委員会の審査委員が関係する設計事務所及び研究室に所属する者

は参加できない。 

５）プロポーザル関係者と不正な接触等を行ったものは失格とする。 

６）技術提案書の作成にあたり、第三者の著作権を侵害する提案をしたときは、失格とす

る。 

７）提出された書類は、本件の審査以外には使用しない。ただし、最優秀者の技術提案書

に限り公表するものとする。 

８）参加表明書及び技術提案書は返却しない。 

９）参加表明者、技術提案書提出要請者及び二次審査要請者、最終結果（最優秀者、次点

者）、二次審査結果（事業者名は伏せる・評価点など）、審査講評は、原則として公表す

る。なお、参加資格者が１者の場合、参加表明者、技術提案書提出要請者及び二次審査要

請者は非公表とする。 

10）参加表明書及び技術提案書は、提出後の差し替え及び再提出は認めない。また、参加

表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただ

し、病休、死亡、退職等やむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術

者であるとの福島市の了解を得なければならない。 

11）公開ヒアリングを実施する場合は、原則としてヒアリング参加者の技術提案書につい

て、写真等による撮影を禁止の上、一般聴講者に開示を行う。 

12）プロポーザルの結果、最優秀者または次点者となり設計業務を受注した事務所と資本・

人事面等において関連があると認められた製造者または建設業者（令和５年２月７日以

降、受注者の発注済み株式総数の１００分の２０を超える株式を有し、又は、その出資

の１００分の２０を超える出資をしているか、若しくは、受注者の役員（取締役以上）

を兼ねている企業等）は、本業務に係る工事の入札に参加し当該工事を請け負うことが

できない。 
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別紙 

 

特  定  基  準 

 

No. 評価項目 評価事項 配分点 

１ 
事務所の能力 

（書類審査） 

同種業務実績※1 

３件 10 

２０ 

２件 5 

１件 1 

専門分野の技術者

資格※２ 

３分野 10 

２分野 6 

１分野 3 

無し 0 

２ 
担当技術者の能力

（書類審査） 

主任技術者として

の同種業務実績※1 

３件以上 20 

２０ １～２件 10 

０件 0 

３ 技術提案の内容 

テーマ１（20,16,12,8,4） 20 

６０ 

テーマ２（10,8,6,4,2） 10 

テーマ３（10,8,6,4,2） 10 

テーマ４（10,8,6,4,2） 10 

テーマ５（10,8,6,4,2） 10 

 合 計  １００ 

※１同種業務実績…４．参加資格要件 ７）①による実績 

※２専門分野の技術者資格…構造設計一級建築士、設備設計一級建築士、建築積算士の資格

所有の有無 

（例．自社に構造設計一級建築士と設備設計一級建築士取得者

がいる場合（建築積算士は不在）、6点） 

一参加者の最高得点は、３.技術提案内容の合計点(６０点)×審査委員数(５名)＋１.事務所

の能力(２０点)＋２.担当技術者の能力(２０点)＝３４０点 


